
 1 

定例記者会見 市長あいさつ・説明 

令和元年８月２１日（水）午後２時３０分～ 

佐久市役所４階 特別会議室 

 

報道関係の皆様には、大変お忙しい中、定例記者

会見にお集まりいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 

 

本日の記者会見は、 

佐久市議会「第３回定例会」に提出する議案の 

概要を中心にご説明を申し上げたいと思います。 

 

 はじめに、今回提出する議案でございますが、 

資料１のとおり、条例案４件、事件案４件、決算認定

１１件、予算案５件、合計２４件でございます。 

 時間の制約もございますので、主なものにつきまし

てご説明申し上げますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

最初に、条例案につきまして申し上げます。 

４ページをご覧ください。  

議案第６８号、「佐久市テレワーク施設条例の制

定」は、近年、情報通信技術を活用した時間や場所に
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とらわれない柔軟な働き方が推進されていることか

ら、本市における交流人口の創出及び創業の促進を図

るとともに、ワークライフバランスの向上及び地域産

業の振興を図るため、佐久情報センターを、本年１１

月３０日をもって廃止し、新たにテレワーク環境創出

の拠点となる施設として整備しようとするものです。 

なお、本案は、令和２年４月１日から施行しようと

するものです。 

 

次に、事件案につきまして申し上げます。 

９ページをご覧ください。 

議案第７０号、「令和元年度（２０１９年度）総合

交付金総合運動公園整備事業 クロスカントリー 

コース整備工事請負契約」につきましては、佐久総

合運動公園整備にあたり、社会資本整備総合交付金

事業として、令和２年度にわたる債務負担行為によ

り実施します。 

クロスカントリーコース整備工事の請負契約の 

締結について、議会の議決をお願いするものです。 

本工事は、事後審査型一般競争入札（７月３０日：

総合評価落札方式）の結果、 

３億８，８６６万３，０００円で佐久市塚原の  

株式会社佐久総合に決定しました。 
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整備する施設は、延長１，４００メートル、   

走路幅３．６６メートルのクロスカントリーコース

です。 

１０ページに仮契約書、１１ページに位置図、  

平面図及び標準横断図を添付してあります。 

 

続きまして、決算認定について申し上げます。 

１８ページおよび１９ページをご覧ください。 

これは、議案第７３号から第８１号までの平成 

３０年度の一般会計と特別会計８件につきまして、

決算認定をお願いするものでございます。 

一般・特別会計の歳入決算額は、 

６７１億３，７５２万１，８６２円であります。 

歳出決算額は、 

６５４億７，１３０万８，１４０円で、 

差し引き、１６億６，６２１万３，７２２円となっ

ております。 

 

次に２０ページをご覧ください。 

議案第８２号 平成３０年度佐久市国保浅間総合

病院事業特別会計の決算では、 

病院事業収益は、消費税込みで、 

７４億２，７４０万５，２２９円、 
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これに対する病院事業費用は、 

７３億７，２４３万４，０６８円となっております。 

（収益的収支は黒字） 

 

続きまして、２１ページをご覧ください。 

議案第８３号 平成３０年度佐久市下水道事業 

特別会計につきましては、 

下水道事業収益は、消費税込みで、 

３４億９，８８９万１，８６０円で、 

これに対する下水道事業費用は、 

３３億７，３０５万４，１１７円となっております。 

（収益的収支は黒字） 

  

続きまして、予算案についてご説明申し上げます。 

２４ページをご覧ください。 

議案第８４号、令和元年度一般会計補正予算（第３

号）は、歳入歳出予算の総額に３５０万円を追加し、 

総額を４７８億８１２万５千円にしようとするもので

ございます。 

補正内容につきましては、豚コレラウイルスに感染

した野生イノシシによる、養豚農場への感染防止に 

係る家畜防疫対策緊急支援事業補助金です。 

これは、市内の養豚事業者２者（法人）が実施する  

イノシシ侵入防止柵の設置等に対し、費用の全額を 

県と市において各２分の１を補助しようとするもので
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す。 

 制度の概要につきましては、資料２をご覧ください。 

 

続きまして、２７ページをご覧ください。 

議案第８５号、令和元年度一般会計補正予算（第４号）

は、歳入歳出予算の総額に１３億８，０９７万２千円

を追加し、総額を４９１億８，９０９万７千円にしよ

うとするものです。 

 

「歳入」は、国・県補助金の内示などによる補正で 

ございます。主なものを申し上げます。 

 

２８ページをご覧ください。 

１０款の地方特例交付金は、幼児教育・保育無償化

に伴う子ども・子育て支援臨時交付金などです。 

１３款の分担金及び負担金は、幼児教育・保育無償

化に伴う保育所保育児童徴収金の減額などです。 

１５款の国庫支出金は、社会福祉法人２団体による 

小規模保育事業所整備に対する保育所等整備交付金 

及び、幼児教育・保育無償化に伴う施設型給付等交付

金の増額などです。 

１６款の県支出金は、ＪＡ佐久浅間による長者原地

区の予冷施設の機能強化及び情報管理システム整備に
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対する産地パワーアップ事業補助金や、コスモホール 

改修工事に対する合併特例交付金などです。 

１８款の寄附金は、飼い主のいない猫を対象に、繁

殖制限手術費に対する補助事業を推進するため、ガバ

メントクラウドファンディング型ふるさと納税として、

１５４件のご寄附を頂いたことによるものです。 

ちなみに、目標額１００万円のところ、２３１万円

のご寄附をいただきました。 

その他にも、文化振興のためなど、４件のご寄附を  

頂いております。 

 

次に、「歳出」について、主なものを申し上げます。

２９ページから３１ページをご覧ください。 

まず、３０ページの 

民生費の児童保育事業費及び幼稚園助成事業費は、

国の法改正による幼児教育・保育無償化に伴う、私立

保育所保育児童委託料の減額及び、私立幼稚園に対す

る子育てのための施設等利用費給付金などです。 

市単児童保育事業費は、国の補助内示に伴う社会福

祉法人２団体による小規模保育事業所整備に対する 

社会福祉施設整備事業補助金などです。 

３１ページをご覧ください。 

農林水産業費の農業生産振興事業費は、県補助内示
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に伴う長者原地区の予冷施設の機能強化等に対する 

産地パワーアップ事業補助金です。 

 農業環境整備事業費は、県補助内示に伴う防災重点 

ため池ハザードマップ作成業務委託料です。 

教育費の小学校施設整備事業費は、佐久平浅間小学

校の児童数増加に伴う、教室改修工事に係る経費です。  
公債費の市債元金償還金は、 

今後の起債残高の増加を抑えるとともに、将来負担の

軽減を図るため、任意の繰上償還を実施するものです。 

 主な事業の説明につきましては、以上でございます。 

３２ページをご覧ください。 

第２表の地方債補正につきましては、限度額の変更

１件でございます。 

３３ページをご覧ください。 

特別会計につきましては、３件でございます。 

以上、今議会に提出いたします議案の主なものに 

ついて、ご説明申し上げました。 

 

次に「幼児教育・保育の無償化に伴う第３子副食費

の減免」について申し上げます。 

資料３をご覧ください。 

１０月より、国の法改正による幼児教育・保育の無

償化が始まり、３歳以上児の利用料が無償化されます。 

保育料は、利用料と副食費（おかず代など）からな

り、現在、副食費については、保育料の一部として  
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徴収しています。  

幼児教育・保育の無償化では、副食費が保護者負担

となるため、現在、市が独自に実施しております同時

入所要件の無い第３子以降の保育料無料世帯の一部

で負担が増える世帯が生じてまいります。 

現在、保育所等に入所している児童について、この

負担増を回避するため、該当世帯に対し副食費の補助

をしようとするものでございます。 

 

続きまして資料４・資料５の 

「骨髄等ドナー支援事業助成金交付事業」と「造血
ぞうけつ

 

細胞移植後のワクチン再接種費用助成金交付事業」の 

２点について申し上げます。 

 

はじめに「骨髄等ドナー支援事業助成金交付事業」

であります。 

資料４をご覧ください。 

この事業は、白血病や再生不良性貧血などの治療の

ために「公益財団法人日本骨髄バンク」が実施する、

骨髄バンク事業において、市内に住所を有するドナー

及び、ドナーが勤務する事業所の移植に係る経済的 

負担を軽減することにより、骨髄等の移植を促進する

ものでございます。 



 9 

骨髄等の提供に際し、通院等に要した日数により、

ドナーには 1 日 2 万円で、10 日を上限として助成し、

勤務する事業所には、1日 1万円で同じく 10 日を上限

として助成するものであります。 

 なお、財源としては、長野県において、創設された

「骨髄バンクドナー助成事業補助金」（1/2）を活用い

たします。 

  

次に、「造血
ぞうけつ

細胞移植後のワクチン再接種費用  

助成金交付事業」について申し上げます。 

資料５をご覧ください。 

これは、小児がんなどの治療を目的とした造血
ぞうけつ

細胞

移植により、移植前に接種した定期予防接種ワクチン

による免疫の消失が想定され、かつ医師が必要と認め

た、20 歳未満の市内に住所を有する者に対して、  

再接種に係る経済的負担の軽減と、感染症の発症及び、 

まん延を防止することを目的にワクチン再接種費用

を助成するものであります。 

なお、財源は長野県において、この 6月新設された

「造血
ぞうけつ

細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業 

補助金」（1/2 以内）を活用いたします。 

 

私からの説明は以上です。 


